
1つばき少額短期保険株式会社

■ 引受保険会社

つばき少額短期保険株式会社
〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字町 7 番地 19

■ 募集代理店 募集代理店は保険契約締結の媒介を行うも
ので、保険契約締結の代理権はありません。

GP-20240601

つばきのペット保険
大切な家族のための

ペット医療保険

※猫２歳 手術プラン
　の場合8 歳 11 か月まで加入できます

ニーズに合わせて選べる4 つの補 償プラン
ワンちゃんネコちゃんの写真入り
　　　　　かわいい加入者証 がもらえる

12 歳 以 降 の保険料が 変わらない

https://tsubaki-hoken.co.jp

椿ドリームプロジェクト
つばき少額短期保険では「保険の本質であ
る相互扶助」をコンセプトに、椿ドリーム
プロジェクトを通じて動物愛護、震災復興
に対する社会貢献に取り組んでまいります。

0800-170-4101通話料
無料

受付時間
平日10：00-17：00

※土日・祝日・年末年始は休業いたします。

つ ば き カ ス タ マ ー セ ンタ ー

※サービスの品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

・このパンフレットは、商品の概要を説明したものです。ご契約の際には必ず重要事項説明書・約款をご確認ください。

月々 円
からのペット保険

予防注射後の副反応にも万全

新 規 ご 加 入 条 件

0 歳（生後 30 日以上）～ 満  8 歳 11か月まで（契約日時点）新規お申込年齢

対象となるペット

※ 推定年齢でも
   お申込可能です。

日本国内のご家庭で飼育している犬または猫

注意事項

加入にあたっては、ペットの治療歴や病歴についての告知が必要です。告知の内容によっては、
契約をお引受けできない場合や、特別な条件をつけてお引受けする場合があります。

（興行用、闘犬用、賭犬、狩猟犬等で
ある場合はお申込みいただけません）

非対面でのお申込みの場合、申込時の添付書類として、１年以内のワクチン接種証明書の写しの
ご提出をお願いします。（非対面とは資料請求等の場合です。）

お 支 払 い 方 法

X 日 X+15 日

加入者証の送付（※お写真到着後および初回保険料入金確認後の発送となります。）

インターネット上のマイページで Web 保険証券の閲覧ができます。

補償開始免責期間
（30日間）× 〇

補償開始

保険期間保険期間開始前

〇

契約日

※１

※2

お 申 込 手 続 き 後 の ス ケ ジ ュ ー ル

×

×

初回保険料のお支払（※口座振替の場合、コンビニ払込用紙を郵送します。）

× 保険期間開始前および免責期間中に発症した傷病は、補償開始後も保険の対象となりません。

お支払い方法はクレジットカードと口座振替があります。

クレジットカードの利用日は契約応答月の前月の6日となりますが
、銀行等からのお引き落とし日についてカード会社によって異な
ります。詳細はカード会社へお問い合わせください。

クレジットカードの名義人は原則、保険契約者本人です。本人名
義のカードがない等の場合、保険契約者の同居の親族も可です。

お申込み時の初回のクレジットカード決済日は、当社が保険契約
を引受けた日（引受通知の発送日）となります。尚、月払の場合
、初回のお支払いは２か月分の保険料の決済となります。

お申込み時の初回保険料は、コンビニでのお支払いとなります。
引受通知送付時にコンビニお支払い用紙を送付いたします。コン
ビニ用紙に記載の払込期日までにお支払いください。月払の場合
の初回のお支払いは3か月分となります。（口座振替の開始は４か
月目の保険料からとなります。）

口座振替が出来なかった場合、翌月6日に再度振替を行います。月
払の場合は、翌月の振替時に２か月分の引落しを行います。

口座振替の振替日は契約応答月の前月6日となります。





40.0万円

※以下の予防処置を受けたときから 72 時間以内に平常の生活行動に支障が生じた場合の症状とします。
犬パルボウイルス感染症、ジステンパー感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス２型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス
感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ感染症カニコーラ型、犬パラインフルエンザ感染症、猫カリシウイルス
感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫クラミジア感染症、猫汎白血球減少症、後天性免疫不全症候

ペット賠償責任費用

ペット葬儀費用

支払限度額　300万円（１事故につき免責3,000円）

支払限度額　3万円（葬儀費用の５０％）
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ご契約のペットが他人に噛み
ついてケガをさせてしまったり、
他人の物を壊す等、法律上の
損害賠償責任を負った場合、
１事故につき３００万円の範囲
内で補償します。

あまり考えたくはないですが、
ペットが亡くなってしまった時、
お葬式をして家族で送ってあげ
たい。そんな想いに備えて、葬儀
費用の５０％（３万円上限 ）を
補償する特約です。

ウチ家族多い
からSプランか

なあ

大事な一人娘
ですから
Lプラン！

通　院

入　院

(年間)支払限度額※

116万円
(年間)支払限度額※

92.8万円
(年間)支払限度額※

92.8万円

手　術

※（年間）支払限度額は、通院治療保険金、入院治療保険金、手術治療保険金、予防後治療保険金の合計額を表示しています。

同
じ
補
償
内
容

補償プラン

ペット医療保険は、被保険動物（ペット）が、責任開始日以降、保険期間中に発症した傷病の治療を動物病院等において獣医師による治療を受け
、被保険者がその治療費用を支出したとき、保険金をお支払いします。また保険金をお支払いできない場合/治療費に含まれないものについては、
以下をご確認ください。

●保険金をお支払いができない主な場合
・保険契約者または被保険者による故意または重大な過失
・保険契約者または被保険者が、被保険動物に対して、給餌、給水その他飼い主が社会通念上当然に行うべき基本的な健康・衛生管理を
　怠ったことが原因で生じた傷病
・下表の疾病およびこれらに起因する疾病に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
　ただし、あらかじめ獣医師の指導によって予防ワクチン接種等の有効な予防措置が講じられているときには保険金を支払います。

犬パルボウイルス感染症、ジステンパー感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス２型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、レ
プトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ症カニコーラ型、犬パラインフルエンザ感染症、フィラリア感染症、ノミ・マダニ感染症、猫
カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫クラミジア感染症、猫汎白血球減少症、後天性免疫不全
症候群（ＦＩＶ）

●以下に該当するものは保険金の対象となる治療費用には含めません。
(1) 以下の処置等に関する費用

(2) 前号のいずれかに該当する処置等に起因する傷病の治療費用、(3) 獣医師による医療過誤によって生じた傷病、動物病院または獣医師
の不正行為に起因する治療費用、(4) 食物、療法食、サプリメント、ビタミン剤などの健康食品に要する費用。ただし、入院中の食事を
除きます。(5) 往診費用、夜間休日等時間外診療費用（ただし予防後治療保険金については治療費用に含めます。）、(6) 診断書等書類作
成費用。ただし、当会社の指示により取得する場合を除きます。、(7) 初年度契約において責任開始日前に発生した不慮の事故による傷害
または発病した疾病の治療費用、(8) ペットホテルまたは一時預かり料、散歩料、トリミング料

( ア ) 妊娠・出産・早産・流産および人工流産、( イ ) 安楽死、去勢、避妊および不妊治療、( ウ ) 爪切り（狼爪の除去を含みます。）、
( エ ) 乳歯遺残、歯石取り、過長歯に起因するすべての処置（不正咬合を含みます。）、( オ ) 断耳、断尾、声帯除去および美容整形な
ど疾病治療ではない手術、( カ )疾病予防のための薬物投与・注射、検査等（持ち帰りの予防薬も含めます。）、( キ ) 停留睾丸、睫毛
乱生、涙やけ、臍ヘルニア、そけいヘルニアおよび肛門腺しぼり等健康体に施す外科的手術やその他の医療・検査処置、( ク ) 漢方、
温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的処置による治療のための費用（当会社が獣医学の水準に従い、有効性が検証された治療と
判定し、かつ獣医師によって施術される処置を除く。）、( ケ )被保険動物の遺体の処置費用、葬儀費用、埋葬費用等の被保険動物の
死後に要した費用、( コ ) マイクロチップの装着費用、( サ ) カウンセリングの費用、( シ ) 日本国外での治療行為、( ス ) 健康体に行わ
れた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査費用（健康体を想定して行われた検査費用を含み、加療の効果を計る
ために治療の一環を構成する検査費用は含みません。）、(セ ) シャンプー剤（薬用シャンプー剤および医薬品シャンプー剤を含み
ます。）およびイヤークリーナーに要する費用（いずれも動物病院内での処置に用いられるものを除きます。）。

保険金をお支払いできない主な場合/治療費用に含まれないもの

窓口精算の場合

1 3

保険金請求

加入者証を提示 お会計

直接請求の場合 全国の動物病院の治療費が対象です。

1
動物病院の
窓口にて、
診療明細書を

保険金請求書
に必要事項を
記入します。

2 4
書類到着後、
当社が、内
容確認し、

お会計 保険金請求書
の記入

お客様より
保険金請求
書類一式を

3 書類の送付 保険金の
お振込

2 契約照会

※対応病院が当社に対して、「ご契約が有効
であるか」「窓口での精算が可能な条件を満
たしているか」を確認することをいいます。

「つばきのペット保険」
窓口精算対応病院の
窓口で「加入者証」を

お会計時に、保険補償
分を除いた診療費のみ
をお支払いください。

動物病院で契約
照会（※）をします。

受取り、治療費の全額を
お支払いください。

保険金請求書はマイページ
よりダウンロードしてご利
用ください。

当社へ郵送してください。 30日以内に保険金を
お振込みします。

「つばきのペット保険」対応病院でご利用いただけます。

提示して診療を受けてください。

手術

手術
(年間)支払限度額※

※対応病院はマイページでご確認できます。
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月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 7 歳 8 歳 9 歳9 歳 10歳歳 11歳歳

●ペットの年齢は、契約日（更新契約の場合は更新日）における満年齢となります。
●保険料はペットの年齢に応じて毎年変わります。
●下記保険料は「ペット賠償責任特約」「ペット葬儀費用特約」を含んだ保険料です。
     12 歳以降2 歳以降

12 歳以降は
保険料が変わりません。0 歳（生後30日以上） ～ 8歳11か月まで新規加入できます。

Lプラン 

Mプラン 

Sプラン

手術プラン
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払

Lプラン

Mプラン

Sプラン

手術プラン
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払
月払
年払

猫

80%

50%

50%

50%

80%

50%

50%

50%

Lプラン

Mプラン

Sプラン

手術プラン

80%

50%

50%

50%

Lプラン

Mプラン

Sプラン

手術プラン

80%

50%

50%

50%

Lプラン

Mプラン

Sプラン

手術プラン

80%

50%

50%

50%

Lプラン

Mプラン

Sプラン

手術プラン

80%

50%

50%

50%

品種区分

基本保険料

犬C

犬D

犬E

品種分類表

記載のない犬種の区分につきましては、つばきカスタマーセンターまでお問合せください。
1 歳未満のミックス犬については 1 歳時の推定体重（被保険者の推定）にて、品種区分を決めます。

※A,B,C,D,E は、それぞれ、犬 A、犬 B、犬 C、犬 D、犬 E と読替ください。

更新の取り扱い

無事故割引５％・ご契約は 1 年ごとの更新となります。
・更新後の保険料は、更新時点のペットの品種区分、年齢の保険料が適用されます。
（ 商品改訂等により品種区分や保険料は将来変わることがあります。）

・保険期間満了日の 2 か月前までに、更新案内が送付されます。

犬B

犬A

か

さ

ミックス犬

猫

犬の品種

あ

た

な

や

ま

は

わ
ら


